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第１１回八女市農業委員会総会議事録

１．開催日時 令和４年１１月８日（火）午後２時００分から午後４時００分

２．開催場所 立花市民ホール

３．出席農業委員（２０名）

１番 月足 靖彦 ２番 鵜木 利通 ３番 松尾 健一

４番 牛嶋 徹也 ５番 小川 哲郎 ６番 角 秀次

７番 馬場 康浩 ９番 中島 秀徳 １０番 仁田原一太

１１番 稲葉 初男 １２番 入江 保生 １４番 今村 嗣範

１５番 増永 勝広 １６番 古賀 則夫 １７番 江﨑 潔

１８番 中村 善徳 ２０番 中村 輝義 ２１番 田村 一彦

２３番 池㞍 律芳 ２４番 國武 覚

４．出席最適化推進委員（１４名）

１番 樋口 重樹 ４番 牛島由美子

８番 服部 俊光 １２番 上村 洋治 １５番 室園 千秋

１８番 久木原秀登 ２２番 八田 久男 ２５番 中島 清隆

２８番 井手 洋一 ２９番 橋村 茂實 ３３番 井上 昌彦

３９番 塩塚 義治 ４２番 栗原嘉寿秀 ４３番 山口 史登

５．欠席委員 農業委員（４名）

８番 大坪知美子 １３番 高山 和典 １９番 茅島 澄雄

２２番 三宅 覚

６．欠席委員 最適化推進委員（１名）

５番 樋口 祐二

７．議事日程

第１ 会議の成立

第２ 議事録署名委員の指名

第３ 議案の上程

第４ 議案の審議

議案第５２号 八女市農業振興地域整備計画の変更に係る意見照会について

報告第２２号 農地法第１８条第６項の規定による通知の報告について

議案第５３号 農地法第３条の規定による許可申請書の処理について
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議案第５４号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画の決定

の処理について

報告第２３号 農地法施行規則第５３条の規定による報告について

議案第５５号 農地法第４条の規定による許可申請書の処理について

議案第５６号 農地法第５条の規定による許可申請書の処理について

８．農業委員会事務局職員

局長 松藤 洋治 次長 平島 聡 書記 樋口 昌伸 書記 西原 佑

美 黒木支所 井上 雄治 立花支所 中嶋 隆裕 上陽支所 松尾 誠

星野支所 橋本 祐助 山口 輝信 矢部支所 城 豪志

９．会議の概要（発言の内容については、その要旨を記載しており、個人情報に

関係すると思われる部分等については削除しています。）

議 長

議 長

議 長

ただ今、事務局より資料の差し替え等の申し出がございましたので

許可しております。まずこのような３件に上る資料の不手際、差し替

え、追加資料の配布ミス、色々な点が発生しましたことにつきまして

も皆様方にご迷惑をお掛けし大変申し訳ありませんでした。心からお

詫び申し上げます。それでは総会へ入らせていただきます。本日は令

和４年第１１回農業委員会総会を開催いたしましたところ、委員各位

には大変お忙しい中にご参集くださいまして誠にありがとうございま

した。ただ今より、農業委員会総会を開会いたします。

（ 議 長 着 席 ）

日程 第１・会議の成立

只今の出席委員の数は農業委員 ２０名 、

農地利用最適化推進委員 １４名 であります。

会議規則第６条の規定により、本日の会議は成立いたしました。

日程 第２・議事録署名委員の指名を行います。

議事録署名委員は、会議規則第１６条第２項の規定により、１１番

稲葉初男委員、１２番入江保生委員を本日の会議の議事録署名委員に

指名したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）



NO3

議 長

議 長

議 長

農業振興

課

異議がありませんので、そのように決定いたしました。

日程 第３・議案の上程を行います。

事務局より案件の朗読をお願いします。

（ 案件朗読 ）

事務局朗読のとおり、報告２件・議案５件を一括議題といたします。

１ページをお願いします。

議案第５２号、八女市農業振興地域整備計画の変更に係る意見照会

について、八女市農業振興課より説明をお願いします。

みなさんこんにちは。農業振興課の原と申します。よろしくお願い

します。制度について簡単ではございますけれども、概要を説明させ

ていただきたいと思います。この制度につきましては、優良な集団的

農地を守るため、今後１０年以上にわたり優良農地を確保するもので

ございます。そのため、通常、農地に家を建てたりする場合には農業

委員会に許可申請を行いますけれども、農振農用地となっている土地

につきましては、その前段階で農振農用地からの除外手続きが必要に

なっております。また、逆に農振農用地になっている土地につきまし

ては、農業上の各種補助事業が受けられるため、農振農用地にするた

めの編入手続きが必要になっております。

なお、農振除外の手続きにつきましては、

➀農用地等以外に用途を供することが必要かつ適当であり、他の土

地で代えることが困難なこと。

②農用地の集団化、農作業の効率化及び土地の農業上の効率的かつ

総合的な利用に支障がないこと。

③担い手の農用地利用集積に支障を及ぼすことがないこと。

④農用地区域内の土地改良施設の機能に支障がないこと。

⑤農業基盤整備事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して８

年を経過した土地であること。

こちらの５要件を満たす必要がございます。

また、現在の旧八女市の一部の農地が対象になりますけれども、国

営施設機能保全事業という国の事業の受益地となっている土地につき
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議 長

議 長

議 長

議 長

事務局

ましては、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第４条の４第１

項に基づく２７号振興計画を策定する必要があり、「当該施設が農業

上の効率的かつ総合的な利用の促進に寄与すると認められる」目的で

はないと除外ができないように定められているものでございます。

八女市につきましては６月１日～７月１５日、１２月１日～１月１

５日の年に２回申請を受け付けており、今回、６月１日～７月１５日

に受付を行ったものを９月２９日の農業振興地域整備促進協議会にて

協議した案件について意見照会を行うものでございます。除外申請１

４件、編入申請３件、用途区分の変更１件がございます。詳細につき

ましては２ページから９ページのとおりになります。ご審議のほどよ

ろしくお願いします。

農業振興課の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

農業委員会としましては、農業振興地域からの除外については周辺

の営農に影響のないよう、また編入については一層の農業振興に寄与

頂くように要請し、申出のとおり適当であると答申することにご異議

ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、そのように答申いたします。

農業振興課は退席されて結構です。

次に１０ページをお願いします。

報告第２２号、農地法第１８条第６項の規定による通知の報告につ

いて、事務局より通知の説明をお願いします。

ご説明いたします。

農地法第１８条第６項の規定による通知の報告については３３件で

す。総合計について２１ページをご確認ください。解約のあった土地

８２筆のうち、田７３筆、畑９筆、合計面積１０３，９１８㎡です。

それぞれ、合意解約で離作措置条件等はありません。添付書類も含め

完備しておりましたので、会長専決により書類を受理いたしました。
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議 長

議 長

事務局

議 長

議 長

事務局

議 長

以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。本案件は、農業委員会に報告するものでありま

すので、質疑にとどめ審議を終わります。

２２ページをお願いします。

議案第５３号、農地法第３条の規定による許可申請書の処理につい

て、番号１番を事務局より説明をお願いします。

１番についてご説明いたします。

申請地、八女市川犬五ノ原８７６番、登記・現況ともに田、面積９

３８㎡。譲渡人、八女市川犬の 氏の経営縮小と、譲受人、八女市

立花町白木の 氏の相手方の要望ということでの所有権移転売買の

申請です。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号２番を事務局より説明をお願いします。

２番についてご説明いたします。

申請地、八女市北田形字田尾ノ山７６６番２、登記・現況ともに畑、

面積８８４㎡。譲渡人、八女市北田形の 氏の相手方の要望と、譲

受人、八女市北田形の 氏の経営拡大ということでの所有権移転売

買の申請です。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。
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議 長

事務局

議 長

議 長

事務局

議 長

議 長

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号３番を事務局より説明をお願いします。

３番についてご説明いたします。

申請地、八女市本字小平田６８４番１、登記・現況とも畑、面積３

７０㎡、外２筆、合計面積１，０５２㎡。譲渡人、八女市本の 氏

の高齢による経営縮小と、譲受人、八女市本の 氏の相手方の要望

ということでの所有権移転売買の申請です。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号４番を事務局より説明をお願いします。

４番についてご説明いたします。

申請地、八女市今福字東畑１２５１番、登記・現況とも畑、面積１，

２９９㎡。譲渡人、八女市今福の 氏の農業廃止と、譲受人、八女

市今福の 氏の経営拡大ということでの所有権移転売買の申請で

す。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号５番を事務局より説明をお願いします。
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事務局

議 長

議 長

事務局

議 長

議 長

事務局

５番についてご説明いたします。

申請地、上陽町北川内字折口２１５４番１、登記・現況とも田、面

積９５８㎡、外２筆、合計面積２，５１９㎡。この土地を譲渡人であ

る福岡市南区の 氏の経営縮小と、譲受人である上陽町下横山の

氏の経営拡大ということでの所有権移転売買の申請です。以上

でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号６番を事務局より説明をお願いします。

６番についてご説明いたします。

申請地は、黒木町今字古賀ノ原１７８番１、登記は田、現況は畑、

面積３４９㎡です。この土地を譲渡人、黒木町桑原の 氏の経営縮

小と譲受人、黒木町今の 氏の経営拡大による所有権移転売買の申

請です。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号７番を事務局より説明をお願いします。

７番についてご説明いたします。

申請地は、黒木町本分字丸山３３１７番１、登記・現況ともに田、

面積１，３１２㎡、外３筆、合計面積３，５２２㎡です。この土地を

譲渡人、黒木町本分の 氏の経営縮小と譲受人、筑後市大字前津の
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議 長

議 長

事務局

議 長

議 長

事務局

議 長

氏の経営拡大による所有権移転売買の申請です。以上でございま

す。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号８番を事務局より説明をお願いします。

８番についてご説明いたします。

申請地は、黒木町木屋字先ノ迫５４７５番１、登記・現況ともに田、

面積５９７㎡、外１筆、合計面積９４２㎡です。この土地を譲渡人、

久留米市高良内町の 氏の経営縮小と譲受人、黒木町木屋の 氏

及び 氏の夫である 氏の経営拡大による所有権移転売買の申請

です。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号９番を事務局より説明をお願いします。

９番についてご説明いたします。

申請地、立花町原島字中ノ坪７９３番、登記・現況ともに田、面積

８１６㎡。譲渡人である立花町原島の 氏の経営縮小と譲受人であ

る立花町下辺春の 氏の経営拡大による所有権移転売買の申請で

す。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。
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議 長

事務局

議 長

議 長

事務局

議 長

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号１０番については、最適化推進委員４３番山口史登委員

は、八女市農業委員会会議規則第１１条の議事参与の制限に抵触する

事案でありますので席を下げていただきますようお願いいたします。

それでは事務局より説明をお願いします。

１０番についてご説明いたします。

申請地は、八女市星野村字黒木谷１、３３７番１、登記・現況とも

に田、面積４８０㎡、外１筆、合計面積１，０２９㎡。譲渡人、八女

市星野村の 氏の経営縮小と、譲受人、八女市星野村の 氏の経

営拡大による所有権移転売買の申請です。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

山口史登委員は元の席にお戻りください。

続いて番号１１番を事務局より説明をお願いします。

１１番についてご説明いたします。

申請地は、八女市星野村字久保２３１２番１、登記・現況ともに田、

面積６１２㎡。譲渡人、八女市本村の 氏の経営縮小と、譲受人、

八女市星野村の 氏の相手方の要望による所有権移転売買の申請で

す。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。
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議 長

事務局

議 長

議 長

事務局

議 長

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号１２番を事務局より説明をお願いします。

１２番についてご説明いたします。

申請地は、黒木町木屋字日向３２３０番１、登記・現況ともに畑、

面積１６９㎡です。この土地を譲渡人、黒木町木屋の 氏の経営縮

小と譲受人、黒木町木屋の 氏の経営拡大による所有権移転贈与の

申請です。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号１３番を事務局より説明をお願いします。

１３番についてご説明いたします。

申請地、立花町山崎字西柳葉６３０番２、登記・現況ともに畑、面

積１６０㎡、外１筆、合計面積４０２㎡。譲渡人である大野城市緑ヶ

丘の 氏の遠方による耕作困難と、譲受人である久留米市上津町の

氏の相手方の要望による所有権移転贈与の申請です。以上でござ

います。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）
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議 長

事務局

議 長

議 長

議 長

事務局

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

続いて番号１４番を事務局より説明をお願いします。

１４番についてご説明いたします。

申請地は、八女市星野村字馬場１１９４５番１、登記・現況ともに

田、面積１７９㎡。譲渡人、八女市星野村の 氏の経営縮小と、譲

受人、八女市上陽町の 氏の相手方の要望による所有権移転贈与の

申請です。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

２６ページをお願いします。

議案第５４号農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積

計画の決定の処理について、農業委員３番松尾健一委員、５番小川哲

郎委員、１９番茅島澄雄委員、２４番國武覚委員、最適化推進委員６

番中島敏彦委員、１１番牧口武委員、１２番上村洋治委員は、八女市

農業委員会会議規則第１１条の議事参与の制限に抵触する事案であり

ますので席を下げていただきますようお願いいたします。それでは事

務局より説明をお願いします。

１５番についてご説明いたします。

本案件は、八女市農用地利用集積計画について、八女市長から本委

員会に対して決定を求められているものでございます。今回は、所有

権移転の案件が３件、利用権設定の案件が１３６件ございます。

番号１番、申請地、八女市吉田字深町８８２番、登記・現況ともに

田、面積１，０６８㎡、外１筆、合計面積４，４８３㎡。こちらを、

八女市吉田の 氏より八女市矢部村北矢部の 氏へ売買により所

有権移転されるものです。

番号２番、申請地、八女市室園字中ノ沢１３２９番１、登記・現況
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議 長

議 長

ともに田、面積２７７㎡、外３筆、合計面積３６１㎡。こちらを八女

市室岡の 氏より八女市今福の農事組合法人 氏へ売買により所

有権移転されるものです。

この農事組合法人は、平成２１年から農地所有適格法人として農地の

権利を取得され、農業経営をされております。農地所有適格法人の要

件であります法人形態要件、事業要件、議決権要件、役員要件の４点

については毎年報告書にて確認しており、すべての要件を満たしてい

ることをご報告いたします。

番号３番、申請地、八女市星野村字杉ノ元４１５８番、登記・現況

ともに畑、面積１，０２８㎡。こちらを、福岡県田川市の 氏より

八女市星野村の 氏へ売買により所有権移転されるものです。

２７ページから６０ページにつきましては利用権設定の各筆明細と

なっております。総合計については６０ページをご確認ください。期

間は１年から２０年までの新規、再設定、合わせて利用権設定件数１

３６件、利用権を設定する土地３１２筆、合計面積３７８，５２４．

８㎡です。

今回は新規営農の案件がありますのでご説明いたします。３７ペー

ジをお願いいたします。

申請番号４６番、申請地、八女市蒲原字中道端１９４３番４、登記・

現況ともに畑、面積７，３５５㎡。こちらを、八女市大島の 氏よ

り八女市室岡の 氏へ３年間の使用貸借権設定の申請です。

氏について、ご説明いたします。 氏は、新規営農でぶどう

を作られる予定です。ぶどう生産者のもとで２年間の研修を受けられ

ており、栽培に関する管理等の指導を受け農作業の知識を身に付けら

れております。また今後もＪＡの普及指導員の指導等を受け、経験を

積まれる予定です。出荷先はＪＡの予定です。以上でございます。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

関係する委員さん方は元の席にお戻りください。
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議 長

事務局

議 長

事務局

議 長

それでは６１ページをお願いします。

報告第２３号農地法施行規則第５３条の規定による報告について、

番号１番を事務局より説明をお願いします。

１番についてご報告いたします。

電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するため転用する場合

は、農地法施行規則第５３条第１１号により、農地の転用のための権

利移動の制限が除外されます。これにより、農業委員会は事業者から

の届を受理することとなっております。

申請地は、八女市役所黒木支所から東北東に約１ｋｍの笠原の南原

地区及び今の源藏田地区の農地です。譲渡人は、八女市井延の 氏、

他２名、譲受人は福岡市中央区の 株式会社 福岡支社長 氏で

す。申請地は黒木町今字源藏田１８９３番１８、地目は登記・現況と

もに畑、面積１２㎡、外２筆、合計面積４４２㎡です。この土地を送

配電線路用支持物用地鉄塔用地とされるものです。以上、ご報告いた

します。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。本案件は農業委員会に報告するものであります

ので質疑にとどめ審議を終わります。

続いて番号２番の説明をお願いします。

２番についてご報告いたします。

認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、中継施設等を設

置する際に転用する場合は、農地法施行規則第５３条第１４号により、

農地の転用のための権利移動の制限が除外されます。これにより、農

業委員会は事業者からの届出を受理することとなっております。

申請地は、矢部支所から北東へ約１．５ｋｍの場所に位置する農地

で、 株式会社 基地局設置統括部部長 氏が八女市矢部村の

氏の土地の一部を貸借されるものです。

地番は、八女市矢部村北矢部字飛４５３９番１、登記・現況ともに

畑、面積は１４０ｍのうち４㎡です。以上ご報告いたします。

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。
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議 長

事務局

議 長

議 長

質疑を終結します。本案件は農業委員会に報告するものであります

ので質疑にとどめ審議を終わります。

続いて６２ページをお願いします。

議案第５５号農地法第４条の規定による許可申請書の処理につい

て、番号１番の説明と現地調査の報告をお願いします。

１番についてご説明いたします。

申請地は、八女市本にあります 株式会社から北に５０ｍ進んだ

農地になります。

農地の区分は、農用地区域内にある農地であります。申請目的は営

農型太陽光発電設備での一時転用の継続であります。原則許可が出来

ませんが、一時的な転用で農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼ

す恐れがないと認められる場合については、３年間例外的に許可がで

きるものとされております。

申請地は、八女市本字土路越２１１０番１、登記・現況ともに畑、

面積は２，４５４㎡、外１筆、合計面積８，０６５．７５㎡のうち５

９２．１６㎡を一時転用されます。

この土地を八女市本の 株式会社代表取締役 氏が営農型太陽

光発電設備用地として継続して利用するための申請でございます。隣

接する農地はありません。水利の承諾もとれております。

１０月２５日に現地確認担当農業委員、推進委員及び事務局で現地

確認を行った結果、雑排水は発生しません。雨水は自然流下です。特

段問題はないと確認しております。以上でございます。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

続いて番号２番の説明と現地調査の報告をお願いします。
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事務局

議 長

議 長

議 長

事務局

２番についてご説明いたします。

申請地は、黒木町本分地区にありますホクト株式会社黒木きのこセ

ンターから、２ｋｍほど西にある長葉山地区にある農地です。

農地の区分は、農用地区域内農地です。工期の期間は３年以内で代

替性がなく農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼす恐れがないと

認められるものであれば、一時転用の許可ができるものとされていま

す。申請人は黒木町本分の 氏です。

申請地は、黒木町本分字長葉山３６４５番１、登記・現況ともに田、

面積１，４７２㎡、外１筆、合計面積２，６２８㎡です。このうち１，

８３０㎡について農地造成されます。

豊岡地区水道事業発生土を用いて農地造成をされ、ぶどう作付けを

行われるということで３年間の一時転用の申請をされています。

１０月２７日に現地調査を行った結果、申請地の周囲は本人所有の

農地に囲まれております。近隣の承諾は不要です。排水は自然流下で

東側の既存側溝で、問題ないと確認しております。以上でございます。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

続いて６３ページをお願いします。

議案第５６号農地法第５条の規定による許可申請書の処理につい

て、番号１番の説明と現地調査の報告をお願いします。

１番についてご説明いたします。

申請地は、八女市吉田にあります岩戸山歴史資料館より南へ３００

ｍほど進んだ農地です。

農地の区分は、おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内

にある農地であり第１種農地と判断します。第１種農地は原則不許可

ですが、住宅その他の申請に係る周辺の地域において居住する者の日



NO16

議 長

議 長

事務局

常生活上または業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもので

すので、農地の区分と転用目的は問題ないと考えます。

申請地は、八女市吉田字辺田ノ上１３１４番４、登記・現況ともに

畑、面積９８㎡です。

この土地を八女市吉田の 氏が、八女市大島の 氏から譲り受

けられまして、駐車場及び家庭菜園用地として利用するための申請で

す。隣接する農地の同意はあり、水利の承諾もとれています。

１０月２５日に現地確認担当農業委員、推進委員及び事務局で現地

確認を行った結果、雑排水は発生しません。雨水は自然流下です。特

段問題はないと確認しております。以上でございます。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

続いて番号２番の説明と現地調査の報告をお願いします。

２番についてご説明いたします。

申請地は、八女市津江にあります八女人形会館より東へ２００ｍほ

ど進んだ農地です。

農地の区分は、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域

が定められた農地であり、第３種農地と判断します。

申請地は、八女市津江字西ノ前７７２番３、登記・現況ともに畑、

面積は９２㎡、外３９筆、合計面積２８，００１㎡です。全体計画面

積２８，０２８㎡です。

この土地を京都府京都市伏見区の株式会社 代表取締役 氏

が、八女市津江の 氏他１８人から所有権移転及び賃貸借により譲

り受け、または借り受けられまして、太陽光発電設備用地として利用

するための申請です。隣接する農地の同意はあり、水利の承諾もとれ

ています。

１０月２５日に現地確認担当農業委員、推進委員及び事務局で現地
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確認を行った結果、大規模な太陽光発電の要件及び造成工事並びに道

路の扱い方等疑問点が提起されたところです。

農地法での転用許可基準では、立地基準及び一般基準があります。

立地基準は農地をその営農条件及び周辺の市街地化の状況からみて区

分し、許可の可否を判断します。一般基準は、農地転用の確実性や周

辺農地への被害の防除措置の妥当性を審査する基準です。

立地基準では、用途地域であり第３種農地ですので、原則許可とな

ります。

一般基準では、資力及び信用、妨げとなる権利を有する者の同意、

行政庁の免許、許可、認可等処分の見込み、計画面積の妥当性、周辺

の農地等に係る営農条件への支障の有無などが審査基準になります。

まず、資力ですが、通帳残高証明等添付されており、十分事業を行

うことができるものでした。妨げとなる権利を有する者の同意につき

ましては、具体的には耕作権のある方からは合意解約書が提出され、

妨げとなる権利を有する者はございません。

行政庁の免許等については、経済産業大臣より再生可能エネルギー

発電事業計画の認定の写し及び九州電力より系統連係承諾の写しが添

付されており、問題はありません。

計画面積の妥当性では、一般的に１ＫＷの発電にあたり必要な面積

は１０~１５㎡程度であるとされています。計画では、３５７３．７Ｋ
Ｗの電力となっており、３．５ｈａが一般的であります。つまり、計

画では２．８ｈａですので、残余する土地はないものと考えられ、計

画面積の妥当性はあります。

周辺農地への営農の支障ですが、既存水路及び新規土側溝を設置し、

稲の作付けには支障がないように計画されております。また、進入路

も確保されております。転用の審査基準に照らし、妥当であると判断

します。造成工事は行わず整地のみの計画で、バラスや防草シートは

行われません。畔もそのままの状態です。段差については、パネルを

支える柱の長さで調整されます。

里道につきましては、フェンスとフェンスの最小幅は農業用の機械

が通れるように西から東への道は３．６ｍ、北から南への道は２．５

ｍほどの幅を設けられ、市道及び里道をふさがない計画になっており

ます。なお、電気を送るために道の地下を横断して電線を埋設されま

すので建設課の占有許可の写しも添付されています。つきましては、

転用計画は転用の審査基準に照らし、妥当であると判断します。
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議 長

農業委員

２１番

事務局

農業委員

２１番

議 長

なお、転用の審査基準には該当しませんが、地元住民の説明会では、

意見等を伺い、再度説明会で意見を反映させるとのことであり地元住

民が納得した上で地元区長との確約書を取り交わし着工するとのこと

です。地元が納得するまでは着工されないとのことです。生活排水は

発生しません。雨水は地下浸透です。

ご審議のほどよろしくお願いします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。これより本案件に

対する質疑を行います。

どこをどのようにされる計画ですか。事務所等はどこですか。津江

の行政区ということで詳しく聞きます。ここには大福寺が入っており

ます。何もご存じないのですか。よく調べてください。

農地転用の審査基準に基づき審査をするべきであり、地元住民との

調整につきましては審査基準には入っていません。

水はどういう風に流れるのですか。上から下へ流れますよね。あの

大きな水路でどのように流れてくるのか知っていますか。

あの辺りは、平成２４年に被害を受けた地域です。花宗川に突き当

たる所が被害に遭ったことをお分かりでしょうか。そこは大福寺です

よ。以前も南側の太陽光発電の際に同じようなことがありました。盛

り土をしないということは、前々回ともにいつの間にか盛り土を高く

して地元住民に多大なる迷惑を掛けているではないですか。この情報

公開も求めましたが、済んだことだという風にされて何もされていま

せん。よく知らないからでしょうか。農地法第５条にはどう書かれて

いますか。予見されるわけですよ。また予測が外れれば大福寺の町内

に逆流します。そういう被害に遭っているのです。これについて何も

無いとはどういうことですか。危険が変われば水の流れも変わるので

すよ。採決をとっていただいても大丈夫ですが、賛成の方にはそれな

りの保障をしてください。

はい、わかりました。

まず質疑に対する答弁が返ってない分がありますが、この案件につ

いて反対だということでしょうか。
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農業委員

２１番

議 長

農業委員

２１番

議 長

推進委員

２８番

議 長

事務局

農業委員

２１番

太陽光発電の設置について反対しているわけではありません。安全

で安心な生活が送れるようにしていただきたいと思っています。これ

がどういうことなのか考えてください。

この案件については八女市の現地調査には当然、最適化推進委員さ

んと農業委員さんが同席されていると思います。まだ理解されていな

い委員さんもいらっしゃると思いますので説明をお願いします。

雨水は地下に浸透するという説明はありましたが、平成２４年に地

下浸透していれば被害は起こっていないはずです。しかし被害が起こ

っています。その危険性が重なるわけです。

総会案件として本日審議しておりますけど、現地調査に同席された

委員さん、発言をお願いします。

あの土地は、大福寺を下に降りて雨は自然浸透という話ではあった

のですが、他の地域でも大きな被害が出たというような話は、農業委

員２１番さんが仰っていましたけど、こちらはそこまでの被害は出な

かったです。

総会議案として出ている以上、賛成か反対かの採決を取らなければ

ならないので現地調査を行った際の内容を詳しく説明して頂き、皆さ

んは同意した上で賛否のご意見をお願いします。

審査基準の中で立地基準、一般基準とあります。その一般基準の中

で周辺の農地にかかる営農条件に支障を生ずる恐れがあると認められ

る場合は、許可できないということになっております。あくまでも、

これは農地法による農地転用の審査でございますので、農地転用によ

る生活環境への被害等は農地法上の審査の対象ではございません。

まずは農地法から除外されれば農地法以外にはなるわけです。だか

らその前に審査をきちんとされているかということです。農地法に載

っていることが予見されるわけです。現在の農地法のところで、どう

するのかという反論しているわけです。
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事務局

農業委員

２１番

事務局

農業委員

２１番

議 長

農業委員

９番

はい、その反論につきましても私が先程申し上げました通り、営農

条件にかかわるものでございます。

営農条件ではないでしょう。権利移動の制限でしょう。農地法の農

地または農地転用のための権利移動の制限でしょう。では、大福寺の

町民の安全安心なところをこのままの状態で確保してくれますか。保

障してくれますか。

営農上支障があるということになれば権利移動について制限するこ

とになりますが、保障するかしないか、そういうことは今回審議する

べき内容とは趣旨が違います。

何が違うのですか。災害が予見されるのですよ。予見されると言っ

ているだけでしょう。水の流れを考えていますか。全部の流れが花宗

川のところに一気に集中するわけです。だから浸水を防げなかったと

いうことです。そのようなことも考えられなかったのですか。

はい、では本案件に対して異議だと考えておりますので、これより

討論を行いたいと思います。討論は本案件に対して、このまま審議し

た結果、賛成または反対なのか。まずは賛成の方、反対の方のご意見

を伺います。そして討論後、採決する必要がありますので原案の通り

決することに異議がないかを挙手によって行いたいと思います。

それでは、まず討論をお願いします。本案件に対して賛成の方のご

意見を伺います。

当該地域の農業委員ではございませんが、この話が出た際に聞きか

せてもらいました。その中でその地域の農業者、ほとんどの方に後継

者がいなくて農地も耕作が困難な状況で、１人で農地を請け負って耕

作をされているということで、後継者がいないため悩んでいるとのこ

とでした。そういった時にこの話が来まして、その方も将来的に私達

も安心できると話されていました。その結果、太陽光発電をするとコ

ンクリート造成や水の問題が一番ではないか聞いたところ、現状のま

まで造成などは一切しないということで、雨水に関しても十分対策を

していると聞き、私としましては問題ないのではないかと考え、こち

らには賛同したいと思います。
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議 長

農業委員

２１番

議 長

農業委員

３番

農業委員

２１番

議 長

農業委員

２１番

議 長

農業委員

１８番

次に反対の方のご意見を伺います。

よろしいですか。進め方がおかしいのではないですか。私は太陽光

発電そのものに反対しているわけではないと先程から言っているので

すが、討論は太陽光発電に関することだけでしょう。

審議し、県知事に進達する形になるので結果的に採決をとることに

なります。よろしいですか。

先程、農業委員２１番さんが現地調査をし、水の流れを見たという

ことでしたが、これについて説明して頂けませんか。水害に遭われた

のであれば、水路関係をどのようにしてもらいたいのか、方向性を教

えてください。

現地調査で確認した上で言っています。私から説明する必要があり

ますか。提案者から答弁させるべきだ。

事務局は提案者ではございません。では席にお戻りください。

今の意見を伺って水路の問題、整備に関して確約をとることが何よ

りも重要だという意見でございます。農業委員会としては意見として

判断したいと思います。まずこれについては原案のとおり採決をとら

なければならないので、異議があれば挙手によって採決をとります。

それでは原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

私は異議ありです。

はい、異議あり１名。それでは異議がありますので、本案件につい

ては挙手によって採決を行います。

今の採決前によろしいですか。

私の知人に地権者がおりまして、あの辺りの田んぼの状況を地元の

農業委員さんから説明を受けました。周辺はすべて落とし水で一か所

に落ちてきます。この図面を見たときに、ひとつも水路が書かれてい
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議 長

推進委員

２８番

議 長

農業委員

２１番

議 長

ません。横に抜けるような水路です。これでは大雨が降った際に、水

はどこに流れていくのだろうと、Ｂ地区に関しては、たぶんここに残

されている田んぼや知人の田んぼに寄ってくるかと思います。Ａ地区

については地元の農業委員さんでないとわからないと思いますけど、

この設計図は水路が書いてないじゃないですか。地下に浸透するとい

うことですけど、田んぼから地下浸透はほとんどないと思います。そ

のところはどうお考えでしょうか。

はい、お静かに。

推進委員２８番お願いします。

現地確認をしていただいた方は、賛成か反対かということではない

と思います。許可した際に、この総会の資料に差し替えてほしいと思

います。

ただ今、事務局とこちらのほうで確認しました。提出から８０日以

内までに総会議案として見送ることができるならば、もう一度きちん

と相手方と担当地区の農業委員さんたちに、説明をするなどしていた

だいた上で総会議案として再び挙げることができるのか、ということ

で確認をいたしました。

よろしいですか。先程から言っているように太陽光自体に反対して

いるわけではないです。例えば大きな溜枡を作るとか、県営住宅のと

ころに堤防を作るなど対策を考えてもらいたいわけです。

他の農業委員さんからも水の流れや排水の問題がないか報告がない

とわからないという意見については、現地調査に行かれた方、担当区

域の農業委員さん、今の農業委員さん、最適化推進委員さんを含めて

当該地域の委員さん方にもう一度きちんと説明するなどして、その後

審議を農業委員会で再度行うことができるならば、私が会長の権限で

審議未了にして再度報告が出せるようにします。

今のところ、関係区域からのきちんとした説明と、まとまった意見

で挙げていただかないと、本案件については、農業委員会としての判

断が非常に難しいということになります。

では、一度休憩を挟んで再開したいと思います。
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議 長

議 長

事務局

議 長

（暫時休憩）

それでは、引き続き会議を再開いたします。

本案件について事務局が県の方とも内容の確認を行った結果、私が

さきほど言っていたように皆さんからのご意見を伺いながら、本案件

に対しての採決を見送ることにして保留といたします。それで継続審

議として、来月の農業委員会では再度この議案になりますので、その

際は必ず可否をとります。これでよろしいでしょうか。

（ 異議なしの声あり ）

それでは、ただ今の案件についてはそのように取り計らうことに決

定いたしました。次に進みます。

続いて番号３番の説明と現地調査の報告をお願いします。

３番についてご説明いたします。

申請地は、べんがら村より南西へ５００ｍほど進んだ農地です。

農地の区分は、第１種農地と判断します。内容は１番と同じです。

申請地は八女市宮野字丸田３８２番１、登記は田、現況は畑です。面

積は３７８㎡です。

この土地を八女市稲富の 氏が、八女市宮野の 氏から譲り受

けられまして、専用住宅用地として利用するための申請です。隣接す

る農地の同意はあり、水利の承諾もとれています。

１０月２５日に現地確認担当農業委員、推進委員及び事務局で現地

確認を行った結果、生活雑排水は合併浄化槽で排水され、雨水ととも

に東側水路に排水される計画です。特段問題はないと確認しておりま

す。ご審議のほどよろしくお願いします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）
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議 長

事務局

議 長

議 長

事務局

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

続いて番号４番の説明と現地調査の報告をお願いします。

４番についてご説明いたします。

申請地は、八女市大籠にあります八女市立見崎中学校の南側に隣接

した農地です。

農地の区分は、宅地化の状況からみて市街化が見込まれる区域内に

ある農地であって、第２種農地と判断します。申請地は八女市大籠字

下椎戸木３４６番、登記現況ともに畑、面積４８２㎡です。

この土地を八女市吉田の株式会社 代表取締役 氏が、大阪

府大阪市平野区の 氏から譲り受けられまして、建売住宅用地（１

戸）として利用するための申請です。隣接する農地の同意はあり、水

利の承諾もとれています。

１０月２５日に現地確認担当農業委員、推進委員及び事務局で現地

確認を行った結果、生活雑排水は合併浄化槽により北側側溝に排水さ

れ、雨水も同様です。特段問題はないと確認しております。ご審議の

ほどよろしくお願いします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

続いて番号５番の説明と現地調査の報告をお願いします。

５番についてご説明いたします。

申請地は、八女市本にありますミニストップ八女本店より北東へ２

００ｍほど進んだ農地になります。

農地の区分は、第２種農地と判断します。内容は４番と同じです。

申請地は八女市本字五案田１３３７番３、登記は田、現況は畑、面積
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議 長

議 長

事務局

は２１５㎡です。

この土地を八女市本の 氏が福岡市博多区の 氏から譲り受け

られまして、車両置き場用地として利用するための申請です。隣接す

る農地の同意はあり、水利の承諾もとれています。

１０月２５日に現地確認担当農業委員、推進委員及び事務局で現地

確認を行った結果、生活雑排水は発生しません。雨水は自然流下です。

申請者より転用許可申請書に始末書を添付されています。現地確認の

際、申請地に一部砂利が敷いてありました。

では、始末書を読み上げます。

「私は上記の土地に農振法、農地法に対しての認識が薄く、８月の

終わりの際、農地に水が浸入し農地に敷石してしまいました。つきま

しては、農振法及び農地法における事前着工にあたるということで関

係各位に多大なるご迷惑をお掛けしたことを深く反省し、謹んで始末

書を添えて深くお詫び申し上げますので、よろしく取り計らいお願い

いたします。」

また、申請地は八女市農業振興地域整備促進協議会で審議され、八

女市が農振除外を決定後、今回申請されているものです。ご審議のほ

どよろしくお願いします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

続いて番号６番の説明と現地調査の報告をお願いします。

６番についてご説明いたします。

申請地は、八女市蒲原にありますケイエスゴルフガーデンの南側に

隣接した農地になります。

農地の区分は、市街地等で宅地化の状況が一定程度に達している区

域内にある農地であって、第３種農地と判断します。申請地は八女市

蒲原字榎町１０６３番３、登記・現況ともに田、面積は４１７㎡、外
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議 長

議 長

事務局

２筆、合計面積６４９．３８㎡です。

この土地を久留米市藤光の株式会社 代表取締役 氏が八女市

蒲原の 氏から譲り受けられまして、店舗用地として利用するため

の申請です。隣接する農地はありません。水利の承諾はとれています。

１０月２５日に現地確認担当農業委員、推進委員及び事務局で現地

確認を行った結果、生活雑排水は合併浄化槽で処理され、雨水ととも

に北側枡から水路に排泄される計画です。特段問題はないと確認して

おります。ご審議のほどよろしくお願いします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

続いて番号７番の説明と現地調査の報告をお願いします。

７番についてご説明いたします。

申請地の場所は、黒木町本分地区の国道４４２号線沿いにあります

元アクアメイツテニスコート跡である太陽光発電パネルの西側の農地

になります。

農地の区分は、第３種農地です。内容については２番と同じです。

申請地は黒木町本分字上北６４３番１、登記・現況ともに田、面積は

５０４㎡です。

この土地を福岡市東区の株式会社 代表取締役 氏が、千

葉県浦安市東野の 氏から購入され、テナントの貸駐車場用地とし

て、利用するための申請です。

南側の宅地である本分６４４番１も購入されており、こちらを飲食

店舗用のテナントとして現在の宅地を建て替える計画です。農地を市

道の高さまで上げ、今後テナントを借りた事業者への貸駐車場とされ

る計画となっております。水利委員の承諾はとれています。隣接する

農地はありません。

１０月２７日に現地調査を行った結果、造成後、生活雑排水は発生
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議 長

議 長

事務局

議 長

しません。雨水は東側の既存側溝へ排水されます。排水に関して特段

問題ないと確認しております。以上よろしくお願いいたします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

続いて番号８番の説明と現地調査の報告をお願いします。

８番についてご説明いたします。

申請地は、黒木町本分地区にあります市道本分陣ノ内線沿いのディ

スカウントドラッグコスモス黒木店から西に７００ｍほど進んだ農地

になります。

農地の区分は、おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内

にある農地であり第１種農地と判断します。内容については１番と同

様です。申請地は黒木町本分字平松１４９６番１、登記・現況ともに

田、面積３０１㎡です。

この土地を福岡市東区の株式会社 代表取締役 氏が、黒

木町本分の 氏から購入され、法人が経営する本分１５１０番１に

ありますアパートの入居者の追加駐車場用地として利用するための申

請です。隣接する農地の同意はあり、水利の承諾もとれています。

１０月２７日に現地確認を行った結果、生活雑排水は発生せず、雨

水は南側既存側溝に排水される計画です。特段問題はないと確認して

おります。以上よろしくお願いいたします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）
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議 長

事務局

議 長

議 長

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

続いて番号９番の説明と現地調査の報告をお願いします。

９番についてご説明いたします。

申請地は、草場公民館より１５０ｍほど南西に位置する農地です。

農地の区分は、八女市役所立花支所からおおむね５００ｍ以内の区

域にある農地で、第２種農地と判断します。申請地は立花町山崎畠ケ

田８６５番１、登記・現況ともに畑、面積３４０㎡。

この土地を久留米市荒木町の 氏が、立花町山崎の 氏より譲

り受けられまして、専用住宅用地として利用するための申請です。隣

接する農地の同意はあり、水利の承諾もとれています。

１０月２５日に現地調査を行った結果、生活雑排水は合併浄化槽で

処理され、南側側溝へ排水される計画です。雨水も雨水枡を通って同

様に排水される計画であり、特段問題はないと確認しております。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、本案件は許可相当と意見をまとめ県知事に

進達いたします。

以上で議案の審議は全部終了いたしました。

これをもって、本日の会議を終了いたします。大変お疲れさまでご

ざいました。

（ 閉会宣言 １６時００分 ）


